
三重県新型コロナウイルス 「緊急警戒宣言」 
 
 

都市部を中心に感染が急速に再拡大し、県内でも 7 月 31 日以降、連日 2 桁を超え

る新規感染者の発生が続くなど、予断を許さない状況にあります。 

気を緩めることなく徹底的に感染拡大防止策を講じていくことで、県民の皆様のか

けがえ 

のない“命と健康”を守っていくため、『三重県指針』ver.3を緊急的に強化し、 

“三重県新型コロナウイルス 「緊急警戒宣言」” 

を行い、オール三重で対策に取り組んでいきます。 
 
 

１．移動に関する感染防止対策について 

（１） 県民の皆様へ 

〇繁華街など感染者が急増しているエリアにおける、「三つの『密』」となる環境

が非常に多く、感染防止対策が不十分な飲食店、クラブ、カラオケなどの利用

自粛はもちろんのこと、県外のそうしたエリアとの不要不急の往来の自粛 

【特措法第２４条第９項に基づく協力

要請】 

○感染者が急増している地域にお勤めの方について、勤務後の繁華街訪問の自粛 

【特措法第２４条第９項に基づく協力

要請】 

を要請します。 

〇県内の繁華街における感染防止対策が不十分な県内の飲食店、クラブ、カラオ

ケ等の利用を控えること 

○大学生をはじめ、若い世代の皆様は、大切なご家族やご友人に知らないうちに

感染を広げてしまわないよう、繁華街など感染者が急増しているエリアへの移

動は避ける、また、酒類を伴う飲食時の近接距離での長時間の会話には特に注

意する等、日常生活における慎重な行動と感染防止対策の徹底 

〇体調がすぐれない場合は、外出を控えること 

○高齢者や基礎疾患をお持ちの方については、移動の際には感染防止対策を徹底

のうえ、慎重に行動 

  をお願いします。 

 

（２）県外にお住まいの皆様へ 

〇帰省等をご検討されている感染者が急増しているエリアにお住いやお勤めの方



は、今その必要があるか、一度立ち止まって考えていただき、体調がすぐれない

場合は三重県への移動を避けてください。 

 

 

２．感染防止対策と社会経済活動の両立について 

（１）県内事業者の皆様へ 

○感染拡大予防ガイドライン等を実践するとともに、改めて従業員への周知徹底や、

感染防止対策を講じている旨をホームページ上に公開、店舗内に掲示することで

周知するなどの感染防止対策の徹底 

○休日の間に発熱等があった場合も含め、感染が疑われる症状がある場合は休暇と

する 

など、従業員の体調への配慮 

をお願いします。 

〇全国でこれまでクラスターが発生しているような施設（接待を伴う飲食店、クラ

ブ、カラオ 

ケ等）においては、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等に基づき、感染防止

対策を 徹底してください。【特措法第 24 条第９項に基づく協力要請】 

 

（２）高等教育機関の皆様へ   

  〇県内の大学においても複数名の感染が確認されていることから、これまで以上

に感染防止対策の徹底、学生への注意喚起を実施してください。 

【特措法第 24 条第９項に基づく協力要

請】 

 

 

以上について、８月３日（月）～８月１６日（日）を期間とします。 

 

 

３．三重県が実施する緊急対策 

（１）医療提供体制について 

① 検査体制 

  〇県保健環境研究所へリアルタイムＰＣＲ機器を１台増設（７月末）することで、

これまで通常１日２回のタイムスケジュールで８０件実施してきた検査能力を、

１日２回で１２０件実施と増強。緊急時等には３回実施することで１日あたり最



大１８０件の検査が可能となっている。さらに、抗原検査（定量）機器を新たに

導入予定。 

  ○その他、（医療）機関に必要な検査機器（１１台）を追加配備することで、行

政検査協力（医療）機関をこれまでの２機関から７機関へ拡充予定。 

  ○検体採取体制については、帰国者・接触者外来に加え、地域外来・検査センタ

ー（ＰＣＲ外来）を現在５箇所開設済みであり、さらに 5 箇所程度を追加で開設

予定。 

 

② 病床・宿泊療養施設確保 

  〇フェーズ２（感染拡大期）対応としてすでに２０９床の受入体制を整備。 

  ○今後の更なる患者増加に備え、フェーズ３（まん延期）対応として３５８床で

の受入に向け、関係医療機関等へ協力依頼を開始。 

  〇軽症者等向け宿泊療養施設についても、約１００室の運用開始に向けて準備中。 

③ 保健所機能強化 

  〇これまで保健所ＯＢ・ＯＧ職員や看護師等２７名を任用したほか、本庁および

地域庁舎職員による応援体制を構築してきたが、患者の発生状況等に合わせ、最

大９０人の応援体制に向けて、さらなる全庁的な支援を図る。 

  ○クラスター発生時における接触者調査および積極的疫学調査等の支援を行う

ため、新たに外部の医師や看護師等も加えた「クラスター対策グループ」を再編

成し、大規模クラスター発生施設等へ派遣する仕組みを構築中。 

（２）飲食店等における感染防止対策の徹底について 

  〇８月上旬に、バー、キャバレー、カラオケ店等の飲食店関係約 6,500 店舗に感

染防止対策の徹底及び業種別ガイドラインの遵守等により対策を行っている店

舗は、貼り紙を掲示することで見える化を図るよう依頼。 

    そのうえで、感染防止対策を実施していない店舗において、感染者が発生し

た場合は、現地指導や感染症法に基づく店舗名の公表を検討。 

  〇クラスターが発生した店舗には、特措法に基づく個別の休業要請を検討。 

  ○店舗等で感染者が発生した場合、同時間帯にＱＲコード（※）を読み取った方

（接触した可能性のある利用者）へ LINE でメッセージを通知するシステムを８

月中に運用開始予定。 

    ※ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 

（３）愛知県、岐阜県、名古屋市との連携 

生活文化圏を共有する愛知県、岐阜県、名古屋市と感染状況、感染防止対策につ

いて積極的に情報共有 



 

皆様ご自身、そして大切な家族や友人、同僚の「命と健康」を守るためには、ウ

イルスを「持ち込まない」「広げない」ことが大切です。県民、事業者の皆様、県外

にお住いの皆様におかれましては、本宣言の趣旨をご理解のうえ、感染防止対策徹

底のご協力をお願いいたします。 

 
 

令 和 ２ 年 ８ 月 ３ 日 

三重県知事  鈴木 英敬 


